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一ツ橋一丁目

千代田

大手町一丁目

内神田二丁目

都
道
４
０
３

町楽
有・

町
錦
号
２
０

線（外堀通り）

３
０
１

主・地・

４０１都道

４

４０２
都道

料金所神田橋

料金所神田橋

竹橋ＪＣＴ

鎌倉橋神田橋

一ツ橋

竹橋

平川橋

内神田区営住宅

平川門

ホテルトーキョー

竹橋駅

竹橋駅

竹橋駅

竹橋駅

竹橋駅

竹橋駅

竹橋駅

都産業労働局神田庁舎
気象庁

第三号館
大手町合同庁舎

平川濠 大手濠

皇居東御苑

神田橋公園 尾嶋公園
内神田
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郵便局

本町郵便局
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中央浜町一郵便局

郵便局
神田今川橋

新日本橋駅

小伝馬町駅
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税務署
日本橋
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久松幼稚園
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ＪＲ東海道本線

ＪＲ東海道新幹線

ＪＲ中央本線

祝田橋

和田倉橋

富士見櫓

銀行本店

管理事務所
環境省皇居外苑
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新丸の内

丸の内ホテル
三菱ＵＦＪ信託銀行

りそなマルハビル

大手町ビル

パレスホテル

旧百人番所

窓明館

ＤＮタワー２１

東京会館
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みずほ銀行東京中央支店
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明治生命館

郵船ビル

東京国際フォーラム

三菱東京ＵＦＪ

新丸ノ内ビル

丸の内センタービル

商工中金

三菱東京ＵＦＪ銀行

ＫＤＤＩ

日本政策投資銀行

逓信ビル
逓信総合博物館

経団連会館

警察学校

皇宮警察本部

二重橋前駅

東京駅
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舎

舎
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ＮＴＴコミュニケーション

坂下門

桔 門

大手門
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日比谷濠

桔 濠

馬場先濠

天神濠

白鳥濠

大手濠

和田倉濠

皇居前広場

日比谷公園

和田倉噴水公園

皇居東御苑
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（工事中）

（建築中）

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ
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（建）

江東区

中央区

千代田区

日本橋人形町二丁目

日本橋久松町

日本橋浜町一丁目

日本橋浜町二丁目

日本橋富沢町

日本橋堀留町二丁目

日本橋人形町三丁目

日本橋中洲

日本橋浜町三丁目

永代一丁目

佐賀一丁目

日本橋蛎殻町二丁目

日本橋箱崎町

新川一丁目

日本橋蛎殻町一丁目

日本橋小網町

日本橋茅場町一丁目

新川二丁目

日本橋人形町一丁目

日本橋小舟町

日本橋大伝馬町

日本橋本町二丁目

日本橋室町二丁目

日本橋室町三丁目

日本橋本石町三丁目

日本橋本石町四丁目

日本橋本石町二丁目

日本橋室町四丁目

日本橋本町三丁目

日本橋兜町

日本橋茅場町二丁目

日本橋茅場町三丁目

八丁堀二丁目

八丁堀三丁目

日本橋一丁目

八丁堀一丁目

日本橋二丁目

京橋一丁目

日本橋三丁目

八重洲一丁目

京橋二丁目

日本橋本石町一丁目
日本橋室町一丁目

日本橋本町一丁目大手町二丁目

内神田二丁目

丸の内一丁目

八重洲二丁目

京橋三丁目

日本橋堀留町一丁目

首都高速都心環状線

首
都
高
速
都
心
環
状
線

都道４０８
国
道
１
５

国
道
４
号
（
中
央
通
り
）

国道１

主・
地・

５０

主・

１０

地・

９号深川線

都
道
４
７
４

首都高速

首都
高速
６
号
向島
線

主・
地・
５０
号東
京・
市川
線（
新大
橋通
り）

３
１
６

主
・
地
・

首
都
高
速
１
号
上
野
線都道

４０７

国
道
１
７

線
町

室
・

前

４
０
５

国道４

国
道
４

１０

主・地・

５
０

主
・
地
・

号東京・浦安線（永代通り）

３
１
６
号
日
本
橋
・
芝
浦
・
大
森
線
（
昭
和
通
り
）

主
・
地
・

国
道
１

主
・
地
・
３
１
６

国
道
１
５
号
（
中
央
通
り
）

（
外
堀
通
り
）

都
道
４
０
５
号
外
堀
環
状
線

国
道
１
５

都道４０８号八重洲・宝町線

主・地・１０
都

号
７

０
４

道
都国道１

都
道
４
０
５

庁

都
道

箱崎ＪＣＴ

江戸橋ＪＣＴ

神田橋ＪＣＴ

ＪＲ中央本線

ＪＲ山手線・京浜東北線

ＪＲ東海道新幹線

ＪＲ東海道本線

ＪＲ東北・上越新幹線

東北上越新幹線総合司令本部

隅田川大橋

永代橋

豊
海
橋

湊橋

霊岸橋

茅場橋

鎧橋

新亀島橋

新常盤橋

亀島橋

江戸橋

新場橋

日本橋

久安橋

宝橋

一石橋

常盤橋

スポーツセンター

中央区立総合

全国中小企業会館

鉄道会館

千代田区立

浜町
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東京都市計画地区計画の決定  

都市計画日本橋兜町・茅場町一丁目地区地区計画を次のように決定する。 

名称 日本橋兜町・茅場町一丁目地区地区計画 

位置 中央区日本橋兜町及び日本橋茅場町一丁目各地内 

面積 約１０．４ｈａ 

地区計画の目標 

東京証券取引所を中心とした証券街として発展してきた本地区は、区の定める「日本橋七の部地域まちづくりビジョン（以下「ま

ちづくりビジョン」という。）」において、兜町金融拠点に位置付けられ、当該金融拠点全体で取引所機能の補完・拡充及び資産

運用業者等の起業・発展の支援拠点や投資家と企業との対話・交流促進拠点の形成を図るとともに、当該金融拠点を核とし、周辺

地域のにぎわいと回遊性を創出するための機能として、就業者・来街者・居住者が交錯する交流機能の整備を行うこと等を目標と

している。 

まちづくりビジョンの実現に向け、本地区においては、東京都が掲げる東京国際金融センター構想で金融軸に位置付けられてい

る主要地方道東京浦安線（以下「永代通り」という。）及び永代通りから東京証券取引所に至る特別区道中日第７号線（以下「平

成通り」という。）などに面する敷地において土地の集約化や街区の再編等を通じてまちづくりを行う部分をＡ地区、永代通り及

び平成通りに面さない敷地などにおいて土地利用の個別更新を通じてまちづくりを行う部分をＢ地区と称することにより、本地区

の立地特性を踏まえた段階的なまちづくりを推進する。 

Ａ地区においては、土地の集約化や街区の再編等を行いながら、土地の合理的かつ健全な高度利用を図り、東京国際金融センタ

ー構想の一翼を担う拠点形成に資する金融関連機能等の導入による業務環境の構築、地域のにぎわい創出に寄与する交流機能等の

整備を行うとともに、広場や歩道状空地等の屋内外のオープンスペースの整備や地下鉄茅場町駅に面する街区における駅と地上を

結ぶバリアフリー動線の確保による歩行者の回遊性の創出及び周辺環境との調和を目指す。  

Ｂ地区においては、金融拠点形成に資する金融関連機能やにぎわい機能等の導入を誘導し、住宅・業務・商業機能の調和のとれ

た賑わいのある複合市街地の形成を図る。 

また、地区全体で壁面後退等の建築物の形態誘導により、都心の複合市街地に相応しい街並みの形成を目指す。 

なお、本地区は、国家戦略特別区域法に基づく東京圏国家戦略特別区域に関する区域方針の目標として、世界で一番ビジネスし

やすい環境を整備することにより、世界から資金・人材・企業等を集める国際的ビジネス拠点を形成するとともに、起業・イノベ

ーションを通じ、国際競争力のある新事業を創出することとしている。 

区
域
の
整

備
・
開
発
及

び
保
全
に
関

す
る
方
針 

土地利用の方

針 

Ａ地区及びＢ地区における土地利用の方針を以下に定める。また、Ｂ地区において、０．１ｈａ以上の区域面積を有し、土地の

集約化や街区の再編等を行い、東京国際金融センター構想の実現に資する機能導入や空地確保などの面的整備等を行う場合にあっ

ては、当該部分をＡ地区に新たに編入し、順次街区指定するものとする。なお、日本橋川沿いにおいては、水辺を活かし、うるお
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いとやすらぎの感じられる環境づくりに配慮する。 

１ Ａ地区 

（１）東京国際金融センター構想の一翼を担う資産運用業者等の起業・発展の支援拠点又は投資家と企業との対話・交流促進拠点

の形成に資する機能等（以下「育成業務用途」という。）の導入による業務環境の構築、国内外からの来訪者が滞在するた

めの宿泊・居住機能及び地域のにぎわい創出に寄与する交流機能等の整備を図る。 

（２）広場や歩道状空地等の屋内外のオープンスペースを整備するとともに、計画街区が地下鉄茅場町駅に面する場合には、地下

鉄茅場町駅と地上を結ぶバリアフリー動線を確保することにより、歩行者の回遊性の創出を図る。 

（３）災害時における帰宅困難者等の受入れ対応環境の整備を図る。 

（４）必要に応じて、歩道の拡幅等により、安全で快適な歩行者空間を創出する。 

（５）容積率制導入以前に建築され、容積超過となっている既存不適格建築物を更新するとともに建築物の耐震化を図る。 

（６）東京圏の区域計画（素案）では、Ａ－１街区において東京国際金融センター構想に資する資産運用業者等の起業支援、投資

家と企業の交流支援機能導入等による拠点を整備することとなっている。 

２ Ｂ地区 

（１）土地の有効・高度利用により、住宅、業務、商業等の機能が調和した良好な複合市街地を形成する。 

（２）建築物の不燃化を促進し、市街地の防災性の向上を図る。 

（３）金融拠点形成に資する金融関連機能やにぎわい機能等の立地を誘導し、商業・業務機能等と居住機能のバランスのとれた土

地利用を促進する。また、地区内の住環境整備を推進することにより、居住水準の向上を図る。 

地区施設の整

備の方針 

 Ａ地区においては、歩道状空地等の整備によりゆとりある歩行者空間を確保するとともに、屋内外の広場整備等により地域コミ

ュニティの形成や災害時の帰宅困難者等の受入に資する滞留空間の確保を図る。 

Ｂ地区においては、災害時の安全性を確保するため、建築物の壁面の後退により細街路の拡幅整備を進めるとともに、生活にう

るおいやゆとりを高めるための総合的な道路修景を行い、コミュニティ道路としての機能向上を図る。また、建築物の中高層化や

共同化の機会を捉え、オープンスペースの確保に努める。 

建築物等の規

制・誘導の方針 

（１） 道路に沿って連続した壁面の形成など、良好な街並み形成を図るため、壁面の位置の制限を定めるものとする。 

（２） Ａ地区においては、道路境界線に加えて隣地境界線からの壁面の位置の制限を定め、制限が定められた道路境界線及び隣地

境界線に面しては斜線制限を緩和するとともに、導入用途や都市基盤の状況等に応じて建築物の高さの最高限度を定める。

周辺市街地環境に配慮した壁面後退や圧迫感の低減を図るとともに、計画街区の特徴・立地に応じて軒線・表情線が描かれ

るなど、金融軸としての連続性や歴史的建造物との調和等に配慮するものとする。 

（３） Ｂ地区においては、壁面の位置の制限が定められた道路境界線に面しては斜線制限を緩和するとともに、建築物の高さの制

限を定める。 



（４） Ａ地区においては、計画街区における基盤整備の状況及び敷地規模を踏まえ、屋内外の空地、帰宅困難者等の一時待機場所・

一時滞在施設及び必要量としての育成業務用途等を整備する開発計画について、当該整備内容に応じて、容積率を緩和する。 

（５） Ｂ地区においては、住宅の用途に供する建築物に係る容積率の制限の特例を適用することにより、良好な都市型住宅の供給

を図るとともに、住機能を支える店舗などの住宅関連施設の立地を促進する。また、健全な地域環境を形成するため、建築

物の用途の制限を定める。 

地
区
整
備
計
画 

位置 中央区日本橋兜町及び日本橋茅場町一丁目各地内 

面積 約１０．４ｈａ 

地区

施設

の配

置及

び規

模 

種類 名称 幅員 延長 備考 

道路 地区内幹線道路 1号 １０ｍ～１１ｍ（全幅２０ｍ） 約９０ｍ 拡幅 

区画道路１号 ６．５ｍ（全幅１２．５ｍ） 約４０ｍ 拡幅 

区画道路２号 ６．５ｍ（全幅９．５ｍ） 約９０ｍ 拡幅 

広場 名称 面積 備考 

広場１号 約３００㎡ 新設 

その他の 

公共空地 

名称 幅員 延長 備考 

歩道状空地１号 ４．０ｍ 約９０ｍ 新設 

歩道状空地２号 ２．０ｍ 約４０ｍ 新設 

歩行者通路１号 ４．０ｍ 約４ｍ 

新設 

地下１階 

広場１号及び地上に接続する昇降機を

含む 

名称 幅員 延長 高さの最低限度 備考 

貫通通路１号 ６．０ｍ 約３０ｍ ６．０ｍ 新設 
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地区の

区分 
名称 

Ａ地区 

Ａ－１街区 

面積 約０．６ｈａ 

建築物等の用途

の制限 

１ 建築物の１階で道路に面する部分の主たる用途を店舗・展示場等の商業施設、育成業務用途又は交流機能以外の用に供する建

築物は建築してはならない。ただし、用途上やむをえないものはこの限りではない。 

２ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第６項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物は

建築してはならない。 

３ 住戸を 10以上有する共同住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律第 5条に定めるサービス付き高齢者向け住宅その他高齢

者の居住の安定に資する住宅は除く。)について、住戸専用部分の床面積 40㎡以上(以下「定住型住宅」という。)の住戸の床面

積の合計が、住宅の用途に供する部分の床面積(容積率対象面積をいう。)の合計の 1/3未満の建築物、または、当該共同住宅に

確保する定住型住宅以外の住戸のすべてにおいて、それぞれの住戸の専用部分の床面積が 25㎡未満の建築物は建築してはなら

ない。 

建築物の容積率

の最高限度 

100/10とする。 

ただし、次の各号の全てに該当するものとする。 

（１）永代通り及び平成通りに面し、かつ 3,000㎡以上の敷地規模を有すること。 

（２）地下鉄茅場町駅と地上を高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく建築物移動等円滑化誘導基準で接

続すること。 

（３）屋内外に環境整備に有効で公衆の使用に供する空地の実面積を敷地面積の 35％以上設けること。 

（４）帰宅困難者等の一時待機場所及び一時滞在施設が設けられていること。 

（５）容積率制導入以前に建築され、容積率が既存不適格になっている建築物を更新するものであること。 

（６）育成業務用途に供する部分の容積率が１０／１０以上であること。 

建築物の容積率

の最低限度 
60/10 

建築物の建ぺい

率の最高限度 
8/10 

建築物の敷地面

積の最低限度 
3,000㎡ 



建築物の建築面

積の最低限度 
1,000㎡ 

  

壁面の位置の制

限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面（地盤面下の部分を除く）は、計画図に示す位置を超えて建築してはならない。ただし、

歩行者の安全性や周辺環境に配慮した建築物のうち、歩行者の安全性及び快適性を確保するために設ける庇及びその他これに類す

るものの部分についてはこの限りではない。 

建築物等の高さ

の最高限度 

１ 90ｍとする。 

２ 階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 8分の 1以内の場

合においては、その部分の高さは、12mまでは当該建築物の高さに算入しない。 

建築物等の形態 

又は意匠の制限 

１ 建築物の１階部分は、原則としてショーウィンドウなどのディスプレーに配慮したものとする。ただし、用途上やむを得ない

部分については、道路に沿って歩行者用の空地等を設け、うるおいがある空間を創出するものとする。 

２ 建築物の形態、意匠、色彩等については、幹線道路である永代通りや平成通りに面する部分等に概ね 31ｍを基準として軒線・

表情線が描かれるなど、金融軸としての連続性等に配慮するものとする。 

３ 屋外広告塔や広告板は、美観、風致を損なう恐れのないものとする。 

壁面の位置の制

限として定めら

れた限度の線と

敷地境界線との

間の土地の区域

における工作物

の設置の制限 

壁面の位置の制限として定められた限度の線と道路境界線との間の土地の区域については、門、へい、広告物、看板等交通の妨

げとなるような工作物を設置してはならない。 
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地区の

区分 

名称 Ｂ地区 

面積 約９．８ｈａ 

建築物等の用途

の制限 

１ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2条第 6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物は建

築してはならない 

２ 住戸を 10以上有する共同住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律第 5条に定めるサービス付き高齢者向け住宅その他高齢

者の居住の安定に資する住宅は除く。)について、住戸専用部分の床面積 40㎡以上(以下「定住型住宅」という。)の住戸の床面

積の合計が、住宅の用途に供する部分の床面積(容積率対象面積をいう。)の合計の 1/3未満の建築物、または、当該共同住宅に

確保する定住型住宅以外の住戸のすべてにおいて、それぞれの住戸の専用部分の床面積が 25㎡未満の建築物は建築してはなら

ない。ただし、区長が用途上やむを得ないと認める建築物はこの限りでない。 

建築物の容積率

の最高限度 

１ 幅員 5m以上の道路に面する敷地の建築物における「建築物の容積率」の最高限度 

（１）建築物の全部を住宅、共同住宅(定住型住宅及び高齢者の居住の安定確保に関する法律第 5条に定めるサービス付き高齢

者向け住宅その他高齢者の居住の安定に資する住宅に限る。ただし、ウィークリーマンション、マンスリーマンションは

ホテルと見なし除く。)、寄宿舎又は下宿(以下「住宅等」という。)の用途に供する建築物の容積率の最高限度は、用途地

域に関する都市計画により定められた容積率(以下「指定容積率」という。なお、指定容積率に係る用途地域の都市計画は、

都市計画法第 12条第 1項第 4号に定める市街地再開発事業又はそれに準ずる事業の行われる区域内の建築物(住宅の用途

に供する部分の床面積の合計が敷地面積以上である建築物に限る。)を除き、平成 5年 7月 15日時点のものをいう。)又は

面道路(前面道路が 2以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下同じ。)の幅員に 6/10を乗じた数値のうち、いずれか

小さい方の数値(以下「基準容積率」という。)の 1.2倍とする。ただし、周辺の住環境に配慮し、定住性の高い良質な住

宅の供給が図られ、住宅関連施設(店舗、飲食店、公衆浴場及び診療所等の用途に供する施設をいう。)の用途に供する部

分を設ける建築物で、区長がやむを得ないと認めるものにあっては、基準容積率の 0.2倍を限度として住宅関連施設を住

宅等の用途に供する部分の容積率(以下「住宅容積率」という。)とみなし、上記の数値に加えることができる。 

（２）建築物の全部を住宅等以外の用途に供する建築物の容積率の最高限度は、基準容積率とする。 

（３）住宅等の用途に供する部分を含む建築物の敷地面積が 300㎡未満の場合の容積率の最高限度は、(1)の規定にかかわらず、

以下のとおりとする。 

① 敷地面積が 100㎡以上 300㎡未満の場合にあっては、(1)により求められる容積率の最高限度から基準容積率を減じた

値(以下「緩和容積率」という。)に 2/3を乗じた数値に、基準容積率を加えたものとする。 

② 敷地面積が 100㎡未満の場合にあっては、緩和容積率に 1/2を乗じた数値に、基準容積率を加えたものとする。 
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 （４）建築物の容積率の最低限度及び壁面の位置の制限で定めるただし書きの適用を受ける建築物並びに建築基準法第 42条第 1

項から第 3項に掲げる道路で、その一方が他の道路に接続していない道路(以下「行き止まり道路」という。)にのみ面す

る敷地の建築物については(1)及び(3)の規定にかかわらず、基準容積率を適用する。(2において同じ。) 

２ 幅員 5m未満の道路にのみ面する敷地の建築物に係る容積率の最高限度は 28/10とする。この場合、基準容積率を超える部分に

ついては、住宅等の用途に限る。 

３ 住宅関連施設の用途に供する部分の容積率は 10/10を限度として住宅容積率とみなし、1((1)のただし書きを除く。)及び 2の

規定を適用することができる。 

４ 建築基準法第 59条の 2第 1項の規定に基づき特定行政庁の許可(以下「総合設計の許可」という。)を受けた建築物にあっては、

1から 3までの規定は適用しない。 

建築物の容積率 

の最低限度 

指定容積率が 60/10の区域及び幅員が 4m以下の道路(建築基準法第 42条第 3項の道路(以下「3項道路」という。)を除く。)に

のみ面する敷地の建築物にあっては 20/10(3項道路にのみ面する敷地の建築物にあっては 15/10)とし、70/10の区域にあっては

30/10(3項道路にのみ面する敷地の建築物にあっては 15/10)とする。ただし、行き止まり道路にのみ面する敷地の建築物及び用途

上やむを得ないものはこの限りでない。 

建築物の建ぺい

率の最高限度 

8/10とする。ただし、建築基準法第 53条第 3項第二号に該当する建築物にあっては 1/10を、耐火建築物に該当する建築物にあ

っては 2/10を加えた数値とする。 

建築物の敷地面

積の最低限度 

300㎡とする。ただし、この地区計画の都市計画決定の告示日において、300㎡未満の土地で、現に建築物の敷地として使用され

ている土地、又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地とし、かつ、その全部をーの敷地として使用する場合に

おいては、当該敷地面積を敷地面積の最低限度とする。 

建築物の建築面

積の最低限度 

 150㎡とする。ただし、敷地面積が 300㎡未満の場合は敷地面積の 1/2とする。なお、用途上やむを得ないものはこの限りでな

い。 

壁面の位置の 

制限 

建築物の部分から道路境界線までの距離は、幅員 8m以上の道路にあっては 1m以上、幅員 4m以上 8m未満の道路にあっては 0.5m

以上としなければならない。また、建築基準法第 42条第 2項の道路(以下「2項道路」という。)及び 3項道路にあっては、建築物

の部分から道路中心線までの距離は 2.2m以上としなければならない。 

ただし、行き止まり道路に面する建築物の部分又は敷地の形状及び構造上やむを得ないものはこの限りでない。 



地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の高さ

の最高限度 

１ 建築物の高さは、以下に示す数値を超えてはならない。 

（１） 指定容積率が 70/10の区域で、幅員 20m以上の前面道路に面する敷地の建築物にあっては 50mとする。 

（２） 指定容積率が 70/10の区域で、幅員 12m以上 20m未満の前面道路に面する敷地の建築物及び指定容積率が 60/10の区域で

幅員 12m以上の前面道路に面する敷地の建築物にあっては 42mとする。 

（３） 指定容積率が 70/10及び 60/10の区域で、幅員 8m以上 12m未満の前面道路に面する敷地の建築物にあっては 36m又は前

面道路の幅員に、2mを加えたものに 3を乗じて得た数値のうち、いずれか小さい方の数値とする。 

（４） 指定容積率が 70/10及び 60/10の区域で、幅員 6m以上 8m未満の前面道路に面する敷地の建築物にあっては 24m又は前面

道路の幅員に、1mを加えたものに 3を乗じて得た数値のうち、いずれか小さい方の数値とする。 

（５） 指定容積率が 70/10及び 60/10の区域で、幅員 4m以上 6m未満の前面道路に面する敷地の建築物にあっては 18m又は前面

道路の幅員に、1mを加えたものに 3を乗じて得た数値のうち、いずれか小さい方の数値とする。 

（６） 2項道路又は 3項道路にのみ面する敷地の建築物にあっては 13mとする。 

（７） 階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 8分の 1以内

の場合においては、その部分の高さは、12mまでは当該建築物の高さに算入しない。 

２ 2以上の道路に面する敷地の建築物の場合で、そのいずれかが 2項道路又は 3項道路の場合においては、2項道路又は 3項道路

以外の道路の道路境界線からの水平距離が当該道路の幅員の 2倍(35mを超える場合は 35m)を超える区域(2項道路又は 3項道路

の中心からの水平距離が 10m以下の区域に限る。)については、前項(1)から(6)の規定に関わらず 13mとする。ただし、周辺の環

境に配慮し、2項道路又は 3項道路に沿って歩行者用の空地(歩道状空地)が有効に確保されている場合で、区長が認める建築物

には適用しない。 

３ 次に掲げる建築物にあっては、上記の規定は適用しない。 

（１） 総合設計の許可を受けた建築物 

（２） 行き止まり道路にのみ面する敷地の建築物 

建築物等の形態

又は意匠の制限 

１ 建築物の形態、意匠、色彩等については、周辺環境及び都市景観に配慮したものとする。 

２ 屋外広告塔や広告板は、美観、風致を損なう恐れのないものとする。 



  

壁面の位置の制

限として定めら

れた限度の線と

敷地境界線との

間の土地の区域

における工作物

の設置の制限 

壁面の位置の制限として定められた限度の線と道路境界線との間の土地の区域については、門、へい、広告物、看板等交通の妨

げとなるような工作物を設置してはならない。 

 

Ａ地区について、以下のように取り扱う。 

１．建築物の容積率の最高限度に係る部分については、次の部分を延べ面積に算入しない。 

１）当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和）の５分の１を

限度として、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分 

２）エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分 

３）建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ１ｍ以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの（以下この項において「老人

ホーム等」という。）」の用途に供する部分（エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この項において

同じ。）の床面積（当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の３分の１を超える場合においては、当該建築物の住

宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の３分の１） 

４）当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和）の５０分の１

を限度として、専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分 

５）当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和）の５０分の１

を限度として、蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分 

６）当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和）の１００分の

１を限度として、自家発電設備を設ける部分 

７）当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和）の１００分の

１を限度として、貯水槽を設ける部分 

 

２．容積率の最高限度には、建築基準法第52条第14項第1号に基づく東京都容積率の許可に関する取扱基準（平成16年3月4日15都市建市第282号）II3（1）の用途に供

する部分を除くことができる。 

 

３．容積率の最高限度には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下「バリアフリー法」という。）第十七条第三項の認定を受けた計画（バリ

アフリー法第十八条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。）に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の



措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令で

定める床面積は、算入しない。 

 

４．容積率の最高限度には、都市の低炭素化の促進に関する法律（以下「エコまち法」という。）第二条第三項に定める低炭素建築物の床面積のうち、エコまち法第

五十四条第一項第一号に掲げる基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における都市の低炭素化の促進に関

する法律施行令で定める床面積は、算入しない。 

 

５．容積率の最高限度には、建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律（以下「建築物省エネ法」という。）第三十条第一項の認定を受けた建築物エネルギー消

費性能向上計画（変更があったときは、その変更後のもの。）に係る建築物の床面積のうち、建築物省エネ法第三十条第一項第一号に掲げる基準に適合させるた

めの措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律施行令で定める床面積は、算入

しない。 

 

６．Ｂ地区からＡ地区への編入を伴う面的整備等（以下「当該開発計画」という。）を行おうとする区域内の関係地権者、住民等は、当該開発計画の内容を示した企

画提案書を中央区に対し提出するものとする。この場合において、提出された企画提案書の内容が本地区計画の目標や方針に適合し、都市計画上の妥当性及び

計画の優良性を有すると中央区が認める場合は、当該開発計画を行なう区域をＢ地区からＡ地区に編入し、新たに地区整備計画を定める都市計画の原案作成な

どの手続きを進めることとする。なお、企画提案書を提出した者は、当該開発計画の実施にあたり企画提案書の内容を遵守するものとし、都市計画決定後に建

物計画の進捗などに伴い、当初提出した企画提案書の記載内容に変更が生じた場合は、中央区と協議した上で、都市計画法及び建築基準法の諸手続きに先立ち

見直し報告を行なうものとする。 

 

「地区計画の区域、地区整備計画の区域、地区の区分、地区施設の配置及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 

理由：土地利用転換等の動向に併せ、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、地域にふさわしいまちづくりを推進するため、地区計画を決定す

る。 
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東京都市計画都市再生特別地区の変更 

都市計画都市再生特別地区を次のように変更する。 
種類 面積 建築物そ

の他の工
作物の誘
導すべき
用途 

建築物の容
積率の最高
限度 

建築物
の容積
率の最
低限度 

建築物の建蔽率
の最高限度 

建築物の建築面
積の最低限度 

建築物の高さの最
高限度 

壁面の位置の制限 備考 

都市再生
特別地区
(芝浦一丁
目地区) 

約4.7ha － 112/10 
（注１） 

ただし、
26/10以上を
ホテル、ビジ
ネス交流施
設、住宅、生
活支援施設、
観光情報発
信施設、店舗
等及びこれ
らに付随す
る施設の用
途とする。

40/10 6/10 
（注２） 

5,000㎡ 

ただし、歩行
者空間のにぎわ
いの形成のため
に設ける建築物
その他公益上必
要な建築物につ
いては、この限
りでない。 

高層部：235m 
低層部Ａ：50m 
低層部Ｂ：30m 
低層部Ｃ：20m 
※高さの基準点は
T.P.+3.0mとする。

建築物の外壁又はこれ
に代わる柱は計画図に示
す壁面線を越えて建築し
てはならない。ただし、
次の各号の一に該当する
建築物等については、こ
の限りでない。 
(1)歩行者の快適性及び

安全性を高めるため
に設ける屋根、塀、柵
その他これらに類す
るもの

(2)給排気施設の部分 
(3)建築物の出入口の上

部に位置するひさし
の部分

(4)歩行者デッキ及びこ
れに付属する階段、エ
スカレーター、エレベ
ーター及びこれらに
設置される屋根、柱、
壁その他これらに類
するもの

(5)景観形成上必要な意
匠上の突起物

1.地域冷暖房施設、 
中水道施設、蓄熱槽、
大型受水槽、コージ
ェネレーション設備
その他これらに類す
るものの用に供する
部分は、21,600㎡を
上限として、容積率
の算定の基礎となる
延べ面積から除く
（注１）。 

2.建築基準法第53条 
第3項第一号に該当
する建築物にあって
は1/10を、第一号及
び第二号に該当する
建築物にあっては
2/10を加えた数値と
する（注２）。 

3.別添図のとおり、 
南口東西自由通路、
古川横断橋、新芝浦
橋の整備を行う。 

別紙52



その他の既決定の地区 面  積 位  置 

都市再生特別地区(大崎駅西口Ｅ東地区) 
都市再生特別地区(大崎駅西口Ａ地区) 
都市再生特別地区(丸の内１－１地区) 
都市再生特別地区(大手町地区) 
都市再生特別地区(西新宿一丁目７地区) 
都市再生特別地区(丸の内２－１地区) 
都市再生特別地区(淡路町二丁目西部地区) 
都市再生特別地区(大手町一丁目６地区) 
都市再生特別地区(日本橋室町東地区) 
都市再生特別地区(北品川五丁目第１地区) 
都市再生特別地区(銀座四丁目６地区) 
都市再生特別地区(渋谷二丁目２１地区) 
都市再生特別地区(神田駿河台三丁目９地区) 
都市再生特別地区(京橋二丁目１６地区) 
都市再生特別地区(丸の内二丁目７地区) 
都市再生特別地区(京橋二丁目３地区) 
都市再生特別地区(銀座四丁目１２地区) 
都市再生特別地区(神田駿河台四丁目６地区) 
都市再生特別地区(京橋三丁目１地区) 
都市再生特別地区(丸の内一丁目１－１２地区) 
都市再生特別地区(銀座六丁目１０地区) 
都市再生特別地区(日本橋二丁目地区) 
都市再生特別地区(大手町一丁目１地区) 
都市再生特別地区(浜松町二丁目４地区)  
都市再生特別地区(渋谷駅地区)  
都市再生特別地区(渋谷三丁目２１地区)  
都市再生特別地区(日比谷地区)  
都市再生特別地区(虎ノ門二丁目地区)   
都市再生特別地区(桜丘町１地区)  
都市再生特別地区(丸の内三丁目１０地区)   
都市再生特別地区(竹芝地区)  
都市再生特別地区(虎ノ門四丁目地区)  
都市再生特別地区(虎ノ門一丁目３・１７地区)  
都市再生特別地区(大手町一丁目２地区)   
都市再生特別地区(八重洲一丁目６地区)   
都市再生特別地区(八重洲二丁目１地区)  
都市再生特別地区(宇田川町１５地区) 
都市再生特別地区(京橋一丁目東地区) 
都市再生特別地区(八重洲二丁目中地区) 
都市再生特別地区(虎ノ門・麻布台地区) 

約 2.4  ha 
約 1.8  ha 
約 1.2  ha 
約 16.2  ha 
約 0.9  ha 
約 1.7  ha 
約 2.2  ha 
約 1.5  ha 
約 1.8  ha 
約 3.6  ha 
約 0.9  ha 
約 1.1  ha 
約 2.2  ha 
約 0.7  ha 
約 1.7  ha 
約 1.0  ha 
約 1.0  ha 
約 1.3  ha 
約 1.3  ha 
約 1.3  ha 
約 1.4  ha 
約 4.8  ha 
約 2.4  ha 
約 3.2  ha 
約 4.9  ha 
約 1.0  ha 
約 1.4  ha 
約 2.9  ha 
約 2.6  ha 
約 1.6  ha 
約 2.4  ha 
約 1.8  ha 
約 2.2  ha 
約 2.8  ha 
約 1.4  ha 
約 1.7  ha 
約 0.7  ha 
約 1.6  ha 
約 2.2  ha 
約 8.1  ha 

品川区大崎二丁目及び大崎三丁目各地内 
品川区大崎二丁目地内 
千代田区丸の内一丁目及び中央区八重洲一丁目各地内 
千代田区大手町一丁目及び大手町二丁目並びに中央区八重洲一丁目各地内 
新宿区西新宿一丁目地内 
千代田区丸の内二丁目地内 
千代田区神田淡路町二丁目地内 
千代田区大手町一丁目地内 
中央区日本橋室町一丁目及び日本橋室町二丁目各地内 
品川区北品川五丁目地内 
中央区銀座四丁目地内 
渋谷区渋谷二丁目地内 
千代田区神田駿河台三丁目地内 
中央区京橋二丁目地内 
千代田区丸の内二丁目地内 
中央区京橋二丁目地内 
中央区銀座四丁目地内 
千代田区神田駿河台四丁目地内 
中央区京橋三丁目地内 
千代田区丸の内一丁目及び中央区八重洲一丁目各地内 
中央区銀座六丁目地内 
中央区日本橋二丁目地内 
千代田区大手町一丁目地内 
港区浜松町二丁目地内  
渋谷区渋谷二丁目、道玄坂一丁目及び道玄坂二丁目各地内  
渋谷区渋谷二丁目及び渋谷三丁目各地内  
千代田区有楽町一丁目地内  
港区虎ノ門二丁目及び赤坂一丁目各地内  
渋谷区桜丘町及び道玄坂一丁目各地内  
千代田区丸の内三丁目地内  
港区海岸一丁目地内  
港区虎ノ門三丁目及び虎ノ門四丁目各地内  
港区虎ノ門一丁目地内  
千代田区大手町一丁目地内  
中央区八重洲一丁目地内  
中央区八重洲二丁目地内  
渋谷区宇田川町及び神南一丁目各地内 
中央区京橋一丁目地内 
中央区八重洲二丁目地内 
港区虎ノ門五丁目、麻布台一丁目及び六本木三丁目各地内 

小計 約 96.9 ha  

今回変更する地区   



都市再生特別地区(日本橋一丁目中地区)  
都市再生特別地区(芝浦一丁目地区) ※本件 
都市再生特別地区(浜松町二丁目４地区)  
都市再生特別地区(虎ノ門一・二丁目地区) 

約 3.9  ha 
約 4.7  ha 
約 3.2  ha 
約 2.4  ha 

中央区日本橋一丁目地内 
港区芝浦一丁目地内 
港区浜松町二丁目地内 
港区虎ノ門一丁目及び虎ノ門二丁目各地内 

合計 約 107.9  ha  

 
 
 
 
 
 

「位置、区域、高さの最高限度及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 
理 由 ： 土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、都市再生特別地区を変更する。 









東京都市計画都市再生特別地区の変更 

都市計画都市再生特別地区を次のように変更する。 
種 類 面 積 建築物そ

の他の工
作物の誘
導すべき
用途 

建築物の容
積率の最高
限度 

建築物
の容積
率の最
低限度 

建築物の建蔽率
の最高限度 

建築物の建
築面積の最
低限度 

建築物の高さの最
高限度 

壁面の位置の制限 重複利用区域
及び当該重複
利用区域内に
おける建築物
等の建築又は
建設の限界 

備 考 

都
市
再
生
特
別
地
区(

浜
松
町
二
丁
目
４
地
区) 

Ａ街区 約2.3ha － 112／10
（注） 
ただし、

18／10以上
を国際交流
拠点の形成
に寄与する
交流施設、
生活支援施
設及び観光
情報発信施
設、交通結
節機能の強
化に寄与す
る施設、店
舗等並びに
これらに付
随する施設
の用途とす
る。 

40／10 8／10 
ただし、建築

基準法第53条第
5項第1号に該当
する建築物にあ
っては、2／10を
加えた数値とす
る。 

500㎡ 高層部Ａ：GL+200m 
低層部Ａ：GL+55m 
低層部Ｂ：GL+35m 
低層部Ｃ：GL+20m 
※GLはTP+3.0mと
する。

建築物の外壁又はこ
れに代わる柱は計画図
に示す壁面線を超えて
建築してはならない。
ただし、次の各号の一
に該当する建築物等は
この限りではない。 
(1)歩行者の快適性及

び安全性を高める
ために設ける庇そ
の他これに類する
もの

(2)地下鉄駅出入口施
設等の公益上必要
な建築物等で当該
建築物の敷地内に
存するもの

(3)給排気施設の部分 
(4)建築物の出入口の

上部に位置する庇
の部分

(5)空中歩廊及びこれ
に付属する地上に
通ずる階段、エスカ
レーター、エレベー
ター並びにこれら
に設置される屋根、
柱、壁その他これら
に類するもの

(6)景観形成上必要な
意匠上の突起物

計画図のと
おり。 

1.地域冷暖房施
設の用に供す
る部分は、A
街 区 11,700
㎡ 、 B 街 区
1,400㎡を上
限として、容
積率の算定の
基礎となる延
べ面積から除
く。（注） 

2.変電設備施設
の用に供する
部分は、A街区
12,800㎡を上
限として、容
積率の算定の
基礎となる延
べ面積から除
く。（注） 

3.別添図のとお
り、東西自由
通路の整備を
行う。 

Ｂ街区 約0.9ha 高層部Ｂ：GL+160m 
低層部Ｃ：GL+20m 
※GLはTP+3.0mと
する。

－ 

計 約3.2ha 

別紙53



その他の既決定の地区 面  積 位  置 

都市再生特別地区(大崎駅西口Ｅ東地区) 
都市再生特別地区(大崎駅西口Ａ地区) 
都市再生特別地区(丸の内１―１地区) 
都市再生特別地区(大手町地区) 
都市再生特別地区(西新宿一丁目７地区) 
都市再生特別地区(丸の内２―１地区) 
都市再生特別地区(淡路町二丁目西部地区) 
都市再生特別地区(大手町一丁目６地区) 
都市再生特別地区(日本橋室町東地区) 
都市再生特別地区(北品川五丁目第１地区) 
都市再生特別地区(銀座四丁目６地区) 
都市再生特別地区(渋谷二丁目２１地区) 
都市再生特別地区(神田駿河台三丁目９地区) 
都市再生特別地区(京橋二丁目１６地区) 
都市再生特別地区(丸の内二丁目７地区) 
都市再生特別地区(京橋二丁目３地区) 
都市再生特別地区(銀座四丁目１２地区) 
都市再生特別地区(神田駿河台四丁目６地区) 
都市再生特別地区(京橋三丁目1地区) 
都市再生特別地区(丸の内一丁目１－１２地区) 
都市再生特別地区(銀座六丁目１０地区) 
都市再生特別地区(日本橋二丁目地区) 
都市再生特別地区(大手町一丁目１地区) 
都市再生特別地区(浜松町二丁目４地区)  
都市再生特別地区(渋谷駅地区)  
都市再生特別地区(渋谷三丁目２１地区)  
都市再生特別地区(日比谷地区)  
都市再生特別地区(虎ノ門二丁目地区)   
都市再生特別地区(桜丘町１地区)  
都市再生特別地区(丸の内三丁目１０地区)   
都市再生特別地区(竹芝地区)  
都市再生特別地区(虎ノ門四丁目地区)  
都市再生特別地区(虎ノ門一丁目３・１７地区)  
都市再生特別地区(大手町一丁目２地区)   
都市再生特別地区(八重洲一丁目６地区)   
都市再生特別地区(八重洲二丁目１地区)  
都市再生特別地区(宇田川町１５地区) 
都市再生特別地区(京橋一丁目東地区) 
都市再生特別地区(八重洲二丁目中地区) 
都市再生特別地区(虎ノ門・麻布台地区) 

約 2.4  ha 
約 1.8  ha 
約 1.2  ha 
約 16.2  ha 
約 0.9  ha 
約 1.7  ha 
約 2.2  ha 
約 1.5  ha 
約 1.8  ha 
約 3.6  ha 
約 0.9  ha 
約 1.1  ha 
約 2.2  ha 
約 0.7  ha 
約 1.7  ha 
約 1.0  ha 
約 1.0  ha 
約 1.3  ha 
約 1.3  ha 
約 1.3  ha 
約 1.4  ha 
約 4.8  ha 
約 2.4  ha 
約 3.2  ha 
約 4.9  ha 
約 1.0  ha 
約 1.4  ha 
約 2.9  ha 
約 2.6  ha 
約 1.6  ha 
約 2.4  ha 
約 1.8  ha 
約 2.2  ha 
約 2.8  ha 
約 1.4  ha 
約 1.7  ha 
約 0.7  ha 
約 1.6  ha 
約 2.2  ha 
約 8.1  ha 

品川区大崎二丁目及び大崎三丁目各地内 
品川区大崎二丁目地内 
千代田区丸の内一丁目及び中央区八重洲一丁目各地内 
千代田区大手町一丁目及び大手町二丁目並びに中央区八重洲一丁目各地内 
新宿区西新宿一丁目地内 
千代田区丸の内二丁目地内 
千代田区神田淡路町二丁目地内 
千代田区大手町一丁目地内 
中央区日本橋室町一丁目及び日本橋室町二丁目各地内 
品川区北品川五丁目地内 
中央区銀座四丁目地内 
渋谷区渋谷二丁目地内 
千代田区神田駿河台三丁目地内 
中央区京橋二丁目地内 
千代田区丸の内二丁目地内 
中央区京橋二丁目地内 
中央区銀座四丁目地内 
千代田区神田駿河台四丁目地内 
中央区京橋三丁目地内 
千代田区丸の内一丁目及び中央区八重洲一丁目各地内 
中央区銀座六丁目地内 
中央区日本橋二丁目地内 
千代田区大手町一丁目地内 
港区浜松町二丁目地内  
渋谷区渋谷二丁目、道玄坂一丁目及び道玄坂二丁目各地内  
渋谷区渋谷二丁目及び渋谷三丁目各地内  
千代田区有楽町一丁目地内  
港区虎ノ門二丁目及び赤坂一丁目各地内  
渋谷区桜丘町及び道玄坂一丁目各地内  
千代田区丸の内三丁目地内  
港区海岸一丁目地内  
港区虎ノ門三丁目及び虎ノ門四丁目各地内  
港区虎ノ門一丁目地内  
千代田区大手町一丁目地内  
中央区八重洲一丁目地内  
中央区八重洲二丁目地内  
渋谷区宇田川町及び神南一丁目各地内 
中央区京橋一丁目地内 
中央区八重洲二丁目地内 
港区虎ノ門五丁目、麻布台一丁目及び六本木三丁目各地内 

小計 約  96.9  ha  

今回変更する地区   



 

都市再生特別地区(日本橋一丁目中地区)  
都市再生特別地区(芝浦一丁目地区)  
都市再生特別地区(浜松町二丁目４地区) ※本件 
都市再生特別地区(虎ノ門一・二丁目地区) 

約 3.9  ha 
約 4.7  ha 
約 3.2  ha 
約 2.4  ha 

中央区日本橋一丁目地内 
港区芝浦一丁目地内 
港区浜松町二丁目地内 
港区虎ノ門一丁目及び虎ノ門二丁目各地内 

合計 約 107.9 ha  

「位置、区域、高さの最高限度及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 
理 由 ： 土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、都市再生特別地区を変更する。 















東京都市計画特定街区の変更

都市計画芝浦一丁目特定街区を次のように変更する。

名 称 位 置 面 積
建築物の延べ面積の敷

地面積に対する割合
建築物の高さの最高限度 摘 要

芝浦一丁目

特定街区

港区

芝浦一丁目地内
－ － － 変更〔廃止〕

「区域は計画図表示のとおり」

理 由 ：新たな都市計画を定めることを踏まえ、特定街区を廃止する。

変 更 概 要

名 称 芝浦一丁目特定街区

事 項 変更前 変更後

面 積 ３．５ｈａ －

建築物の延べ面積の敷地

面積に対する割合

４８／１０ －

建築物の高さの最高限度 高層部 １６８．０ｍ

中層部 ４０．０ｍ

低層部 １３．０ｍ、１１．０ｍ

－

壁面の位置の制限 別紙図面表示のとおり －

別紙54





東京都市計画地区計画の決定

都市計画芝浦一丁目地区地区計画を次のように決定する。 

名 称 芝浦一丁目地区地区計画

位 置 港区芝浦一丁目及び海岸二丁目各地内

面 積 約４．９ｈａ

地区計画の目標 

本地区は、ＪＲ浜松町駅をはじめ、東京モノレール浜松町駅、ゆりかもめ日の出駅、都営地下鉄大門駅に

近接するほか、都内観光地への水上交通機能を持つ日の出ふ頭に隣接し、陸・海・空の交通利便性が高い地

区である。また、東京湾に面した開放的な水辺景観や舟運空間、芝浦運河、歴史的文化遺産の旧芝離宮恩賜

庭園があり、豊かな環境資源を有している。しかし、本地区と浜松町駅周辺を結ぶ歩行者ネットワークの不

足、緑のネットワーク形成の不足、芝浦運河沿い歩行者ネットワークの一部未整備、親水空間の未活用など

地域の魅力を十分発揮できていない課題を抱えている。 

東京圏国家戦略特別区域に関する区域方針では、世界で一番ビジネスのしやすい環境を整備することによ

り、世界から資金・人材・企業等を集める国際的ビジネス拠点を形成することとしている。また、都市再生

特別措置法に基づく特定都市再生緊急整備地域の整備方針では、浜松町駅より海側の地域においては、地域

の資源である旧芝離宮恩賜庭園や海を意識しながら景観や環境にも配慮しつつ、内外の企業が魅力を感じら

れる国際競争力の高いビジネス拠点を形成、防災性の向上、エネルギー対策を推進することとされており、

国際競争力の強化に資する市街地整備が求められている。 

このため本地区において、浜松町駅を中心とした周辺地域との回遊性を強化する歩行者ネットワークを形

成するとともに、防災対応力の強化、舟運活性化、水辺のにぎわい空間の創出、周辺環境資源との連続性を

意識した質の高い都市空間の創出など、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新により、国際性

豊かなにぎわいのある複合市街地の形成を図る。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び

保
全
に
関
す
る
方
針

土地利用の方針 

地区の立地特性を踏まえ、土地の合理的かつ健全な高度利用と魅力ある複合市街地の形成を図るため、土

地利用の方針を以下のように定める。 

１ 陸・海・空の交通利便性を踏まえて、業務、商業、住宅、宿泊、交流等の多様な機能に加え、産業支援

機能、生活支援機能等の充実を図り、国際性豊かなにぎわいのある複合市街地の形成を誘導する。 

２ 浜松町駅周辺から南北方向及び日の出ふ頭へのバリアフリー歩行者ネットワークの強化、芝浦運河沿いの歩

行者空間を連続化することで浜松町駅周辺を回遊する安全かつ快適な歩行者空間の形成を図る。 

３ 歩行者空間沿いに憩いやにぎわいの創出を図るとともに、船着場の整備などにより新たな観光拠点となる芝

浦運河沿いの水辺のにぎわい空間の創出を図る。 

４ 地域の防災拠点として周辺地区とも連携した防災機能の充実を図り、災害に強いまちづくりを進める。 
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区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

地区施設の整備の方針 

安全で快適な歩行者空間及び円滑な自動車交通の確保等による快適な都市空間の形成を図るため、地区施設の

整備の方針を以下のように定める。 

１ 地区の東西方向の自動車ネットワーク強化のため区画道路を再整備し、浜松町駅から日の出ふ頭方面へ向か

う歩行者ネットワーク強化のため地区内の歩行者専用道路を再整備する。 

２ 芝浦運河・古川に沿って公園を集約し再整備する。 

３ 緑の憩い空間としての緑地や、歩行者の人だまり空間やにぎわい形成及び防災対応力強化のための広場を整

備する。 

４ 芝浦運河や地区周辺との円滑な歩行者ネットワークを形成するため歩行者専用通路を整備する。 

５ 歩行者の安全性、快適性の向上を図るため、緑豊かな歩道状空地を整備する。 

建築物等の整備の方針 

１ 地区にふさわしい都市機能の誘導を図るため、建築物等の用途の制限を定める。 

２ 安全で快適な歩行者空間を確保し、回遊性の向上を図るため、壁面の位置の制限及び壁面後退区域にお

ける工作物の設置の制限を定める。 

３ 周辺環境と調和した魅力ある都市景観の形成を図るため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

を定める。 

その他当該地区の整備、開発

及び保全に関する方針 

１ 自然エネルギーの有効活用やビル等の排熱の再利用を積極的に行うことにより、環境負荷低減に努める

とともに、地域冷暖房区域内での新たなプラントの導入による熱供給能力の強化を図る。 

２ 災害時における帰宅困難者の支援や安定したエネルギー供給を実現する取組を行うことで、地域の防災

拠点の形成を図る。 

３ 都心部におけるヒートアイランド現象の緩和や周辺との連携による緑のネットワーク形成に寄与する

ため、旧芝離宮恩賜庭園から連続した回遊の軸となる緑化空間の形成を図る。 

４ 周辺市街地に配慮しつつ開放的な水辺景観を備えた良好な都市景観を形成する。 

地
区
整
備
計
画 

地
区
施
設
の
配
置 
及
び
規
模 

種 類 名 称 幅 員 延 長 面 積 備 考 

道 路 

区画道路１号 １２～３２ｍ 約２６０ｍ ― 一部拡幅 

歩行者専用道路 1 号 ３～１０ｍ 約１７０ｍ ― 一部拡幅 

公 園 公園 ― ― 約１,６００㎡ 移設拡張 



地
区
整
備
計
画 

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

その他の 

公共施設 

緑地１号 ― ― 約１,９００㎡ 新 設 

緑地２号 ― ― 約１，２００㎡ 

新 設 

にぎわい形成に寄与する

建築物約２００㎡を含む

範囲とする。 

広場１号 ― ― 約９００㎡ 

新 設 

デッキレベルで整備 

階段、昇降施設を含む 

広場２号 ― ― 約２，０００㎡ 

新 設 

デッキレベルで整備 

階段、昇降施設を含む 

歩行者専用通路１号 ６ｍ 約２００ｍ ― 

新 設 

デッキレベルで整備 

階段、昇降施設を含む 

歩行者専用通路２号 ４ｍ 約２１０ｍ ― 新 設 

歩道状空地 ４ｍ 約１４０ｍ ― 新 設 

建
築
物
等
に 
関
す
る
事
項 

建築物等の用途の制限 
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第５項に該当

する営業の用に供する建築物は建築してはならない。 

壁面の位置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。ただし、次

の各号の一に該当するものはこの限りでない。 

１ 歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設ける歩行者デッキ、階段、スロープ、エスカレーター、エ

レベーター並びにこれらに設置される屋根、柱、壁その他これらに類するもの 

２ 歩行者の安全性及び快適性を確保するために必要な庇、屋根その他これらに類するもの 

壁面後退区域における

工作物の設置の制限 
広告物等、交通の妨げとなるような工作物を設置してはならない。 



地
区
整
備 

計
画 

建
築
物
等
に 

関
す
る
事
項 

建築物等の形態又は色

彩その他の意匠の制限 

 

1 建築物等の色彩は、周辺環境との調和に配慮した意匠とする。 

2 屋外広告物は、周辺環境との調和や建築物との一体性に配慮した意匠とする。 

 
 「地区計画の区域、地区整備計画の区域、地区施設の配置及び壁面の位置の制限については、計画図表示のとおり」 
 
 理 由 ： 土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、浜松町駅を中心とした周辺地域との回遊性を強化する歩行者ネットワー

クを形成するとともに、防災対応力の強化、舟運活性化、水辺のにぎわい空間の創出、周辺環境資源との連続性を意識した質の高い

都市空間の創出など、国際性豊かなにぎわいのある複合市街地を形成するため、地区計画を決定する。 









東京都市計画道路の変更 

東京都市計画道路中、特殊街路歩行者道を特殊街路港歩行者専用道第１号線に名称を改め、特殊街路港歩行者専用道第１号線ほか１路線を次のように変更する。 

種 別 
名  称 位  置 区 域 構   造 

備 考 
番 号 路 線 名 起 点 終 点 主な経過地 延 長 構造形式 幅 員 

地表式の区間における鉄道等との
交差の構造 

特
殊
街
路

港歩１ 
港歩行者専用道 

第１号線 

港区海岸
一丁目 

港区芝浦

一丁目 
――――― 約７００ｍ 地表式 ７ｍ 

東京モノレール羽田空港線と立体
交差２箇所 
自動車専用道路と立体交差２箇所 
幹線街路と立体交差３箇所 

歩行者専用道路 

特
殊
街
路

港歩８ 
港歩行者専用道 

第８号線 

港区海岸
一丁目 

港区海岸

一丁目 
――――― 約２３０ｍ 嵩上式 ６ｍ 

自動車専用道路と立体交差１箇所 
幹線街路と立体交差１箇所 

歩行者専用道路 

「区域及び構造は計画図表示のとおり」 

理 由 ： 浜松町駅と芝浦一丁目及び汐留方面とを結ぶ歩行者ネットワークを強化し、バリアフリー動線を確保するとともに、旧芝離宮恩賜庭園の緑の連続性に配慮した歩行

者空間を形成するため、港歩行者専用道第１号線を変更する。また、港歩行者専用道第１号線の変更に伴い、港歩行者専用道第８号線の起点位置を変更する。 

変 更 概 要 

名  称 変  更  事  項 

港歩行者専用道第１号線 

１ 名称の変更（歩行者道→港歩行者専用道第１号線） 

２ 起点位置の変更（港区海岸一丁目→港区海岸一丁目） 

３ 終点位置の変更（港区芝浦一丁目→港区芝浦一丁目） 

４ 延長の変更（約４３０ｍ→約７００ｍ） 

５ 構造形式の変更（高架式→地表式） 

６ 幅員の変更（６ｍ→７ｍ） 

７ 一部区域の変更（港区芝浦一丁目及び海岸一丁目各地内） 

港歩行者専用道第８号線 １ 起点位置の変更（港区海岸一丁目→港区海岸一丁目） 
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東京都市計画都市再生特別地区の変更

都市計画都市再生特別地区を次のように変更する。

種類 面積 建築物そ
の他の工
作物の誘
導すべき
用途 

建築物の容積
率の最高限度 

建築物の容積
率の最低限度 

建築物
の建蔽
率の最
高限度 

建築物の建築
面積の最低限
度 

建築物の高さの
最高限度 

壁面の位置の制限 備考 

都
市
再
生
特
別
地
区
（
虎
ノ
門
一
・

二
丁
目
地
区
）

約 2.4ha ― 149/10 ― 8/10 

(注 3) 

― ―  建築物の外壁又は

これに代わる柱は計

画図に示す壁面線を

越えて建築してはな

らない。ただし、次

の各号の一に該当す

る建築物等について

は、この限りでない。 

(1) 歩行者の回遊性、

安全性及び利便

性を高めるため

に設ける人工地

盤、歩行者デッ

キ、階段、エスカ

レーター、エレベ

ーター等並びに

これらに設置さ

れる屋根、柱、壁

その他これらに

類するもの

(2) 歩行者の快適性

及び安全性を高

めるために設け

る屋根、ひさし、

落下防止柵その

他これらに類す

るもの

1 中水道施設の用に

供する部分は、200

㎡を上限として、

容積率の算定の基

礎となる延べ面積

から除く（注 1）。 

2 ガス事業の用に供

するバルブステー

ション、ガバナー

ステーション及び

特定ガス発生装置

の用に供する部分

は 100 ㎡を上限と

して、容積率の算

定の基礎となる延

べ面積から除く

（注 1）。 

3 地域冷暖房施設の

用に供する部分

は、11,400 ㎡を上

限として、容積率

の算定の基礎と

なる延べ面積か

ら除く（注 1）。 

4 コージェネレーシ

ョン設備の用に

Ａ-1 

街区 

約1.4ha 

199/10 

（注１、注 2）
ただし、6/10
以上をビジネ
ス発信拠点施
設及びこれに
付随する施設
の用途とし、
10/10 以上を
宿泊施設及び
これに付随す
る施設の用途
とする。

40/10 

ただし、歩行

者の快適性及

び安全性を高

めるために設

ける建築物、

換気等の用に

供する建築物

及びその他の

公益上必要な

建築物につい

ては、この限

りでない。 

5,000 ㎡ 

ただし、歩行

者の快適性及

び安全性を高

めるために設

ける建築物、

換気等の用に

供する建築物

及びその他の

公益上必要な

建築物につい

ては、この限

りでない。 

高層部 ：265m 

中層部Ａ：100m 

低層部Ａ：50m 

※ 高さの基準

点は TP+7.5m

とする。

Ａ-2 

街区 

約0.4ha 

30/10 
（注１、注2） 

10/10 

ただし、歩行

者の快適性及

び安全性を高

めるために設

ける建築物、

換気等の用に

供する建築物

及びその他の

公益上必要な

建築物につい

ては、この限

りでない。 

1,000 ㎡ 

ただし、歩行

者の快適性及

び安全性を高

めるために設

ける建築物、

換気等の用に

供する建築物

及びその他の

公益上必要な

建築物につい

ては、この限

りでない。 

低層部Ｂ：30m 

※ 高さの基準

点は TP+6.0m

とする。
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Ａ-3 

街区 

約0.3ha 

40/10 
（注１、注2） 

 

10/10 

ただし、歩行

者の快適性及

び安全性を高

めるために設

ける建築物、

換気等の用に

供する建築物

及びその他の

公益上必要な

建築物につい

ては、この限

りでない。 

500 ㎡ 

ただし、歩行

者の快適性及

び安全性を高

めるために設

ける建築物、

換気等の用に

供する建築物

及びその他の

公益上必要な

建築物につい

ては、この限

りでない。 

中層部Ｂ：70m 

 

※ 高さの基準

点は TP+7.5m

とする。 

 

(3) 地下鉄駅出入口

施設、サイクルポ

ート等の公益上

必要な建築物そ

の他これらに類

するもの 

(4) 給排気施設の部

分 

(5) 建築物の出入口

の上部に位置す

るひさしの部分 

供する部分は、

900 ㎡を上限とし

て、容積率の算定

の基礎となる延

べ面積から除く 

（注 1）。 

5 駅等から道路等の

公共空地に至る動

線上無理のない経

路上にある通路等

の用に供する部分

は、3,100 ㎡を上

限として容積率の

算定の基礎となる

延べ面積から除く

（注 2）。 

6 建築基準法第 53

条第 5 項第一号に

該当する建築物に

あっては、2/10 を

加えた数値とする

（注 3）。 

7 別添図のとおり広

場（デッキレベ

ル）整備、歩行者

通路（デッキレベ

ル）整備、歩行者

通路（地下レベ

ル）整備、公園表

層整備等、道路表

層整備等を行う。 

Ａ-4 

街区 

約0.1ha 

－ － － － 



 
Ｂ街区 

約0.2ha 

130/10 
（注１、注2） 
ただし、5/10
以上を情報・ 
交流拠点施設
及びこれに付
随する施設の
用途とする。 

40/10 

ただし、歩行

者の快適性及

び安全性を高

めるために設

ける建築物、

換気等の用に

供する建築物

及びその他の

公益上必要な

建築物につい

ては、この限

りでない。 

1,000 ㎡ 

ただし、歩行

者の快適性及

び安全性を高

めるために設

ける建築物、

換気等の用に

供する建築物

及びその他の

公益上必要な

建築物につい

ては、この限

りでない。 

中層部Ｃ：100m 

 

※ 高さの基準

点は TP+6.0m

とする。 

1 中水道施設の用に

供する部分は、100

㎡を上限として、

容積率の算定の基

礎となる延べ面積

から除く（注 1）。 

2 駅等から道路等の

公共空地に至る動

線上無理のない経

路上にある通路等

の用に供する部分

は、600 ㎡を上限

として容積率の算

定の基礎となる延

べ面積から除く 

（注 2）。 

3 建築基準法第 53

条第 5 項第一号に

該当する建築物に

あっては、2/10 を

加えた数値とする

（注 3）。 

4 別添図のとおり歩

行者通路（地下レ

ベル）整備、道路

表層整備等を行

う。 

   

 

 

 

 

 

 



 
その他の既決定の地区 面  積 位  置 

都市再生特別地区(大崎駅西口Ｅ東地区) 
都市再生特別地区(大崎駅西口Ａ地区) 
都市再生特別地区(丸の内１－１地区) 
都市再生特別地区(大手町地区) 
都市再生特別地区(西新宿一丁目７地区) 
都市再生特別地区(丸の内２－１地区) 
都市再生特別地区(淡路町二丁目西部地区) 
都市再生特別地区(大手町一丁目６地区) 
都市再生特別地区(日本橋室町東地区) 
都市再生特別地区(北品川五丁目第１地区) 
都市再生特別地区(銀座四丁目６地区) 
都市再生特別地区(渋谷二丁目２１地区) 
都市再生特別地区(神田駿河台三丁目９地区) 
都市再生特別地区(京橋二丁目１６地区) 
都市再生特別地区(丸の内二丁目７地区) 
都市再生特別地区(京橋二丁目３地区) 
都市再生特別地区(銀座四丁目１２地区) 
都市再生特別地区(神田駿河台四丁目６地区) 
都市再生特別地区(京橋三丁目１地区) 
都市再生特別地区(丸の内一丁目１－１２地区) 
都市再生特別地区(銀座六丁目１０地区) 
都市再生特別地区(日本橋二丁目地区) 
都市再生特別地区(大手町一丁目１地区) 
都市再生特別地区(浜松町二丁目４地区) 
都市再生特別地区(渋谷駅地区) 
都市再生特別地区(渋谷三丁目２１地区) 
都市再生特別地区(日比谷地区) 
都市再生特別地区(虎ノ門二丁目地区)  
都市再生特別地区(桜丘町１地区) 
都市再生特別地区(丸の内三丁目１０地区)  
都市再生特別地区(竹芝地区) 
都市再生特別地区(虎ノ門四丁目地区) 
都市再生特別地区(虎ノ門一丁目３・１７地区)  
都市再生特別地区(大手町一丁目２地区) 
都市再生特別地区(八重洲一丁目６地区) 
都市再生特別地区(八重洲二丁目１地区) 
都市再生特別地区(宇田川町１５地区) 
都市再生特別地区(京橋一丁目東地区) 
都市再生特別地区(八重洲二丁目中地区) 

約 2.4  ha 
約 1.8  ha 
約 1.2  ha 
約 16.2  ha 
約 0.9  ha 
約 1.7  ha 
約 2.2  ha 
約 1.5  ha 
約 1.8  ha 
約 3.6  ha 
約 0.9  ha 
約 1.1  ha 
約 2.2  ha 
約 0.7  ha 
約 1.7  ha 
約 1.0  ha 
約 1.0  ha 
約 1.3  ha 
約 1.3  ha 
約 1.3  ha 
約 1.4  ha 
約 4.8  ha 
約 2.4  ha 
約 3.2  ha 
約 4.9  ha 
約 1.0  ha 
約 1.4  ha 
約 2.9  ha 
約 2.6  ha 
約 1.6  ha 
約 2.4  ha 
約 1.8  ha 
約 2.2  ha 
約 2.8  ha 
約 1.4  ha 
約 1.7  ha 
約  0.7  ha 
約 1.6  ha 
約 2.2  ha 

品川区大崎二丁目及び大崎三丁目各地内 
品川区大崎二丁目地内 
千代田区丸の内一丁目及び中央区八重洲一丁目各地内 
千代田区大手町一丁目及び大手町二丁目並びに中央区八重洲一丁目各地内 
新宿区西新宿一丁目地内 
千代田区丸の内二丁目地内 
千代田区神田淡路町二丁目地内 
千代田区大手町一丁目地内 
中央区日本橋室町一丁目及び日本橋室町二丁目各地内 
品川区北品川五丁目地内 
中央区銀座四丁目地内 
渋谷区渋谷二丁目地内 
千代田区神田駿河台三丁目地内 
中央区京橋二丁目地内 
千代田区丸の内二丁目地内 
中央区京橋二丁目地内 
中央区銀座四丁目地内 
千代田区神田駿河台四丁目地内 
中央区京橋三丁目地内 
千代田区丸の内一丁目及び中央区八重洲一丁目各地内 
中央区銀座六丁目地内 
中央区日本橋二丁目地内 
千代田区大手町一丁目地内 
港区浜松町二丁目地内 
渋谷区渋谷二丁目、道玄坂一丁目及び道玄坂二丁目各地内 
渋谷区渋谷二丁目及び渋谷三丁目各地内 
千代田区有楽町一丁目地内 
港区虎ノ門二丁目及び赤坂一丁目各地内 
渋谷区桜丘町及び道玄坂一丁目各地内 
千代田区丸の内三丁目地内 
港区海岸一丁目地内 
港区虎ノ門三丁目及び虎ノ門四丁目各地内 
港区虎ノ門一丁目地内 
千代田区大手町一丁目地内 
中央区八重洲一丁目地内 
中央区八重洲二丁目地内 
渋谷区宇田川町及び神南一丁目各地内 
中央区京橋一丁目地内 
中央区八重洲二丁目地内 



 
都市再生特別地区(虎ノ門・麻布台地区) 約 8.1  ha 港区虎ノ門五丁目、麻布台一丁目及び六本木三丁目各地内 

小 計 約 96.9  ha  
今回変更する地区 面  積 位  置 

都市再生特別地区（日本橋一丁目中地区） 
都市再生特別地区（芝浦一丁目地区） 
都市再生特別地区（浜松町二丁目４地区） 
都市再生特別地区（虎ノ門一・二丁目地区）※本件 

約 3.9  ha 
約 4.7  ha 
 約 3.2   ha 
約 2.4  ha 

中央区日本橋一丁目地内 
港区芝浦一丁目地内 
港区浜松町二丁目地内 
港区虎ノ門一丁目及び虎ノ門二丁目各地内 

合 計 約107.9  ha  

 

「位置、区域、高さの最高限度及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 

理 由 ： 土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、都市再生特別地区を変更する。 

 



見
通
し
線

見
通
し
線

道
路
境
界
線

道
路
境
界
線

現況道路中心線

現況道路中心線

現
況
道
路
中
心
線

現
況
道
路
中
心
線

現況道路中心線

現況道路中心線 現
況
道
路
中
心
線

現
況
道
路
中
心
線

道
路
中
心
線

道
路
中
心
線

環
状
ニ
号
線

新
橋
・
虎
ノ
門
地
区

地
区
計
画
区
域

境
界
線

環
状
ニ
号
線

新
橋
・
虎
ノ
門
地
区

地
区
計
画
区
域

境
界
線

都
市
計
画
道
路
境
界
線

都
市
計
画
道
路
境
界
線

都
市
計
画
道
路

境
界
線

都
市
計
画
道
路

境
界
線

Ａ-1街区

Ａ-3街区

Ａ-4街区

Ａ-2街区

B街区

都
市
計
画
道
路

中
心
線

都
市
計
画
道
路

中
心
線

現況道路中心線

現況道路中心線

現
況

道
路
中
心
線

現
況

道
路
中
心
線

現
況

道
路
中
心
線

現
況

道
路
中
心
線

現況道路中心線
現況道路中心線

Ｎ

凡　　例

都市再生特別地区の区域
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東京都市計画都市再生特別地区
虎ノ門一・二丁目地区　計画図１

この地図は、国土地理院長の承認 ( 平２４関公第２６９号 ) を得て作成した東京都地形図（Ｓ＝１：２,５００）を使用（２８都市基交第８３８号 ) して作成したものである。無断複製を禁ずる。
（承認番号）２８都市基街都第３１０号、平成２９年３月８日
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凡　　例
都市再生特別地区の区域
街区区分線
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 低層部Ａ
（50ｍ以下とする。）
 低層部Ｂ
（30ｍ以下とする。）

 <Ｂ街区>

 <Ａ街区>

※高さの基準点は、A-1街区T.P.＋ 7.5 ｍ、
　A-2街区T.P.＋ 6.0ｍ、A-3街区T.P.＋ 7.5ｍ、
　B街区T.P.＋ 6.0ｍとする。

 高層部
（265ｍ以下とする。）
 中層部Ａ
（100ｍ以下とする。）
中層部Ｂ
（70ｍ以下とする。）

 中層部Ｃ
（100ｍ以下とする。）
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東京都市計画都市再生特別地区
虎ノ門一・二丁目地区　計画図２

この地図は、国土地理院長の承認 ( 平２４関公第２６９号 ) を得て作成した東京都地形図（Ｓ＝１：２,５００）を使用（２８都市基交第８３８号 ) して作成したものである。無断複製を禁ずる。
（承認番号）２８都市基街都第３１０号、平成２９年３月８日
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凡　　例

都市再生特別地区の区域

広場（デッキレベル）
整備の実施範囲
歩行者通路（デッキレベル）
整備の実施範囲

道路表層整備等の実施範囲

公園表層整備等の実施範囲

歩行者通路（地下レベル）
整備の実施範囲

0 10 30 50 100m

街区区分線

東京都市計画都市再生特別地区
虎ノ門一・二丁目地区　別添図

この地図は、国土地理院長の承認 ( 平２４関公第２６９号 ) を得て作成した東京都地形図（Ｓ＝１：２,５００）を使用（２８都市基交第８３８号 ) して作成したものである。無断複製を禁ずる。
（承認番号）２８都市基街都第３１０号、平成２９年３月８日



東京都市計画地区計画の決定

都市計画虎ノ門一・二丁目地区地区計画を次のように決定する。

名 称 虎ノ門一・二丁目地区地区計画

位 置 港区虎ノ門一丁目及び虎ノ門二丁目各地内

面 積 約３.３ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は、都心に近接し、環状第２号線に隣接するとともに、地区内では交通結節機能の強化に向けて地下

鉄日比谷線虎ノ門新駅（仮称）（以下「新駅」という。）の整備が進められるなど、交通利便性の高い地区とな

るポテンシャルを有しているが、機能更新や都市基盤整備が遅れており、防災面での不安、狭小な道路網、憩

いの空間や緑の不足などの課題を抱えている。 

東京圏国家戦略特別区域に関する区域方針においては、目標として２０２０年開催の東京オリンピック・パ

ラリンピックも視野に、世界で一番ビジネスのしやすい環境を整備することにより、世界から資金・人材・企

業等を集める国際的ビジネス拠点を形成するとともに、起業・イノベーションを通じ、国際競争力のある新事

業を創出することとしている。 

また、特定都市再生緊急整備地域の地域整備方針においては、多様な機能を備えたにぎわいにあふれた国際

性豊かな交流ゾーンを形成すること等が目標として示されている。 

さらに、「都民ファーストでつくる「新しい東京」～２０２０年に向けた実行プラン」における将来像とし

て、新駅設置や新たなバスターミナルの整備による交通結節機能を強化することや、「港区まちづくりマスタ

ープラン」のまちづくり方針として、まちづくりと連携した駅前広場空間等の整備による、駅の利便性の向上

等が求められている。 

これらの課題と位置付けを背景とし、敷地の集約化と道路の再編を一体的に行う街区再編を推進するとと

もに、新駅整備と都市開発が一体となって周辺の広場空間と立体的に連続する広場の形成による交通結節機

能の強化及びにぎわいの創出を図る。 

また、業務、商業、文化・交流機能や生活・業務支援機能など、多様な機能の導入、防災対応力の強化を

実現することにより、国際的なビジネス・交流拠点の形成を図る。 

別紙58
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公共施設等の整備の方針 

１ 道路の整備方針 

(１) 地区周辺の交通円滑化に資する道路ネットワークの形成及び、東西の主要な道路軸の形成を図る 

ため、地区幹線道路を拡幅整備する。 

(２) 開発に伴い発生する交通を円滑に処理するとともに、新駅整備に伴う歩行者通行の安全性を確保 

するため、適正な歩車分離や歩行者専用化を図った区画道路を再整備する。 

２ 歩行者ネットワークの整備方針 

(１) 新駅と周辺市街地との安全で快適な歩行者ネットワークを形成するため、歩行者の安全性・快適性 
の向上やにぎわいの創出、自動車交通の円滑化にも資する歩行者通路を地下及びデッキレベルで整

備する。 
(２) 歩道と一体となって、快適で安全な歩行者空間を補完する歩道状空地を整備する。なかでも、地区 

  幹線道路沿いにおいては、緑あふれる、沿道のにぎわい創出にも寄与する歩道状空地を整備する。 

３ 広場の整備方針 

(１) 周辺の広場空間と連続した、地域のにぎわいの創出に資する広場を道路上空も活用して、デッキレ 
ベルで整備する。 

(２) 交通結節機能やにぎわいの創出、防災対応力の強化に向けて、新駅と一体となった立体的な駅広場 
を整備する。 

４ 公園の整備方針 

  （１） 緑豊かな空間及びにぎわい創出のため、虎ノ門二丁目交差点南西側に公園を整備する。 

建築物等の整備の方針 

１ 国際的なビジネス・交流拠点にふさわしい市街地環境確保のため、建築物等の用途の制限を定める。 

２ 道路沿道の安全で快適な歩行者環境及び周辺市街地の環境に配慮した街並みの形成を図るため、壁面の 

位置の制限及び壁面後退区域における工作物の設置の制限を定める。 

３ 地域の魅力を高め、良好な都市景観を形成するため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定め 

る。 
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位 置 港区虎ノ門一丁目及び虎ノ門二丁目各地内 
面 積 約３.３ｈａ 

土地利用に関する基本方針 

周辺市街地との調和を図り、国際的なビジネス・交流拠点の形成と交通結節機能の強化に向けて、土地利用

方針を以下のように定める。 

１ 国際化に対応した業務、商業機能を中心とした多様な都市機能の集積を図るとともに、広場、駅広場、公 

園などの都市基盤の整備を図ることにより、円滑な土地利用転換及び土地の合理的かつ健全な高度利用を

推進する。 

２ Ａ－１街区は、国際化に対応した業務、商業、宿泊機能及び業務支援機能を導入し、新駅と一体となった 

立体的な駅広場を配置する。 

また、地区幹線道路及び広場沿いににぎわいを創出する機能を配置する。 

３ Ａ－２街区は、商業機能を導入し、新駅と一体となった立体的な駅広場を配置する。 

また、南側の区画道路及び広場沿いににぎわいを創出する機能を配置する。 

４ Ａ－３街区は、商業、業務機能を導入し、地区幹線道路沿いににぎわいを創出する機能を配置する。 

５ Ａ－４街区は、緑豊かな空間及びにぎわいを創出する公園を配置する。 

６ Ｂ街区は、国際化に対応した業務、商業、文化・交流機能を導入し、新駅と一体となった立体的な駅広場 

を配置する。 

主要な公共施設 

の配置及び規模 

種 類 名 称 幅 員 延 長 面 積 備 考 

道 路 地区幹線道路１号 
７.９～９.５ｍ 
（全幅１５ｍ） 

約２００ｍ ― 拡幅 

公 園 公園１号 ― ― 約７５０㎡ 新設 

広 場 広場１号 ― ― 約３,３００㎡ 
新設（道路上空を含むデ
ッキレベル） 

その他の 

公共空地 

駅広場１号 ― ― 約１,２００㎡ 
新設（地下・地上・デ 
ッキレベル） 

駅広場２号 ― ― 約７００㎡ 
新設（地下・地上・デ
ッキレベル） 

駅広場３号 ― ― 約６００㎡ 
新設（地下・地上・デ
ッキレベル） 

歩行者通路１号 ４ｍ 約７５ｍ ― 新設（デッキレベル） 

歩行者通路２号 ５.５ｍ 約５５ｍ ― 新設（地下レベル） 

 歩行者通路３号  ３ｍ  約１０ｍ ― 新設（デッキレベル） 



 
 

地
区
整
備
計
画 

位 置 港区虎ノ門一丁目及び虎ノ門二丁目各地内 

面 積 約２.５ｈａ 

地区施設の 

配置及び規模 

種 類 名 称 幅 員 延 長 面 積 備 考 

道 路 

区画道路１号 １１ｍ 約１０５ｍ ― 
既設 

（再整備） 

区画道路２号 １１ｍ 約８０ｍ ― 拡幅 

区画道路３号 
５ｍ 

（全幅１２ｍ） 
約３０ｍ ― 既設 

区画道路４号 ４ｍ 約４０ｍ ― 拡幅 

区画道路５号 
７.５～８.５ｍ 

(全幅１５～１６ｍ) 
約３０ｍ ― 拡幅 

区画道路６号 ８ｍ 約３５ｍ ― 拡幅 

区画道路７号 ８ｍ 約６０ｍ ― 既設 

その他の 

公共空地 

歩道状空地１号 ７ｍ 約４０ｍ ― 新設 

歩道状空地２号 ７ｍ 約１２０ｍ ― 新設 

歩道状空地３号 ６ｍ 約２０ｍ ― 新設 

歩道状空地４号 ２ｍ 約９５ｍ ― 新設 

歩道状空地５号 ２ｍ 約７０ｍ ― 新設 

歩道状空地６号 ２ｍ 約３０ｍ ― 新設 

歩道状空地７号 １ｍ 約９０ｍ ― 新設 

歩道状空地８号 １ｍ 約３０ｍ ― 新設 

歩道状空地９号 ０.５ｍ 約７５ｍ ― 新設 

 歩道状空地１０号 ０.５ｍ 約２０ｍ ― 新設 

 歩道状空地１１号 １ｍ 約２０ｍ ― 新設 



 
 

 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の 

区分 

名称 Ａ－１街区 Ａ－２街区 Ａ－３街区 Ａ－４街区 Ｂ街区 

面積 約１.４ｈａ 約０.４ｈａ 約０.３ｈａ 約０.１ｈａ 約０.３ｈａ 

建築物等の 

用途の制限 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第５項に該当す

る営業の用に供する建築物は、建築してはならない。 

壁面の位置の制限 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱又は門若しくは塀は、計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。

ただし、次の各号の一に該当する建築物等については、この限りでない。 

１ 歩行者の回遊性、安全性及び利便性を高めるために設ける人工地盤、歩行者デッキ、階段、エスカレータ 

ー、エレベーター等並びにこれらに設置される屋根、柱、壁その他これらに類するもの 

２ 歩行者の快適性及び安全性を高めるために設ける屋根、ひさし、落下防止柵その他これらに類するもの 

３ 地下鉄駅出入口施設、サイクルポート等の公益上必要な建築物その他これらに類するもの 

４ 給排気施設の部分 

５ 建築物の出入口の上部に位置するひさしの部分 

壁面後退区域に 

おける工作物の 

設置の制限 

壁面後退部分には、垣、柵、広告物、看板その他これらに類する歩行者の通行の妨げとなるような工作物を

設置してはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。 

１ 花壇、植栽、パブリックアート等 

２ にぎわい創出に資するオープンカフェ等の運営上必要で撤去可能なテーブル・イス・日よけ傘等 

３ 建築物の保安及び安全・管理上やむを得ないもの 

４ 歩行者の回遊性、安全性及び利便性を高めるために設ける人工地盤、歩行者デッキ、階段、エスカレータ 

ー、エレベーター等並びにこれらに設置される屋根、柱、壁その他これらに類するもの 

建築物等の形態 

又は色彩その他 

の意匠の制限 

１ 建築物等の色彩は、周辺環境との調和に配慮した意匠とする。 

２ 屋外広告物は、周辺景観との調和や建築物との一体性に配慮した意匠とする。 

虎ノ門一・二丁目地区地区計画に記載なき事項は、都市再生特別地区（虎ノ門一・二丁目地区）において定めた内容による。 

 
「地区計画の区域、再開発等促進区の区域、地区整備計画の区域、主要な公共施設の配置、地区施設の配置、地区の区分、壁面の位置の制限は

計画図に示すとおり」 
 

理由： 国家戦略特別区域の指定に伴い、公共施設を整備しつつ、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、計画的複合市街地 
の形成を図るため、地区計画を決定する。 
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凡　　例

地区計画及び
再開発等促進区の区域
地区整備計画の区域

0 10 30 50 100m

Ａ-1 街区

Ａ-2 街区

Ａ-3 街区

Ａ-4 街区

Ｂ街区

地区整備計画の
地区区分境界

東京都市計画地区計画
虎ノ門一・二丁目地区地区計画　計画図１

この地図は、国土地理院長の承認（平２４関公第２６９号）を得て作成した東京都地形図（Ｓ＝１：２,５００）を使用（２８都市基交第８３８号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。
（承認番号）２８都市基街都第３１０号、平成２９年３月８日
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歩道状空地7号歩道状空地7号

区画道路1号区画道路1号区画道路1号

区画道路 2号区画道路 2号

歩道状空地 8号歩道状空地 8号歩道状空地 9号歩道状空地 9号

歩道状空地 11号歩道状空地 11号

歩行者通路1号歩行者通路1号

歩道状空地 1号歩道状空地 1号

歩道状空地 2号歩道状空地 2号

歩道状空地 10号歩道状空地 10号

地区幹線道路 1号地区幹線道路 1号

駅広場 1号駅広場 1号

広場 1号広場 1号

駅広場 2号駅広場 2号

歩道状空地 3号歩道状空地 3号

歩道状空地 5号歩道状空地 5号

歩道状空地 4号歩道状空地 4号

公園 1号公園 1号

歩道状空地 6号歩道状空地 6号
歩行者通路３号歩行者通路３号

駅広場 3号駅広場 3号

歩行者通路２号歩行者通路２号

区画道路 6号区画道路 6号

区画道路 7号区画道路 7号

区画道路 4号区画道路 4号

区画道路 5号区画道路 5号

低層で抑える

Ｎ

凡　　例

地区整備計画の区域

広場
（デッキレベル）

歩行者通路
（地下レベル）

【地区施設】

【主要な公共施設】

歩道状空地（1ｍ）

駅広場
（地下・地上・デッキレベル）

地区幹線道路

区画道路

公園

歩行者通路
（デッキレベル）

歩道状空地（2ｍ）

歩道状空地（7ｍ）

歩道状空地（0.5ｍ）

歩道状空地（6ｍ）

0 10 30 50 100m

地区計画及び
再開発等促進区の区域

東京都市計画地区計画
虎ノ門一・二丁目地区地区計画　計画図２

この地図は、国土地理院長の承認（平２４関公第２６９号）を得て作成した東京都地形図（Ｓ＝１：２,５００）を使用（２８都市基交第８３８号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。
（承認番号）２８都市基街都第３１０号、平成２９年３月８日
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凡　　例

地区計画及び
再開発等促進区の区域

地区整備計画の区域

0 10 30 50 100m

建築物の壁面の位置の制限

東京都市計画地区計画
虎ノ門一・二丁目地区地区計画　計画図３

④
道路境界から2ｍ後退

道路境界から2ｍ後退
⑤

5号壁面

③
道路境界から6ｍ後退

1号壁面

4号壁面

①
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50ｍ

100ｍ
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２号壁面
②

７0ｍ▼
道
路
境
界
線 10ｍ

７ｍ

３号壁面

※壁面の位置の制限は、道路境界線から
とする。ただし道路幅員が12ｍを超える
場合にあっては、反対側の道路境界線か
ら12ｍの位置を道路境界線とみなしてこ
れを適用する。

※GLは、A-1街区T.P.＋ 7.5 ｍ、
　A-2街区T.P.＋ 6.0ｍとする。

※GLは、A-1街区T.P.＋ 7.5 ｍ、
　A-3街区T.P.＋ 7.5ｍとする。

この地図は、国土地理院長の承認（平２４関公第２６９号）を得て作成した東京都地形図（Ｓ＝１：２,５００）を使用（２８都市基交第８３８号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。
（承認番号）２８都市基街都第３１０号、平成２９年３月８日



東京都市計画第一種市街地再開発事業の決定

都市計画虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業を次のように決定する。  幅員の［］は全幅を示す。

名    称 虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業

施行区域面積 約 2.2ha 

公共施設の配置

及び規模 

 道路 

種 別 名 称 規模 備 考 

幹線街路 補助線街路第 2 号線 別に都市計画に定めるとおり。 拡幅 

区画道路 

地区幹線道路 1 号 
幅員 7.9～9.5ｍ［15ｍ］ 

延長 約 200ｍ 
拡幅 

区画道路 1 号 
幅員 4.5～11ｍ［11ｍ］ 

延長 約 100ｍ 

既設 

（再整備） 

区画道路 2 号 
幅員 6.8～11ｍ［11ｍ］ 

延長 約 80ｍ 
拡幅 

区画道路 3 号 幅員 5ｍ［12ｍ］、延長 約 30ｍ 既設 

区画道路 4 号 幅員 2.5ｍ［4ｍ］、延長 約 40ｍ 拡幅 

区画道路 5 号 幅員 7.5～8.5ｍ［15～16ｍ］、延長 約 30ｍ 拡幅 

区画道路 6 号 幅員 5ｍ［8ｍ］、延長 約 35ｍ 拡幅 

公園 公園 公園 1 号 約 750 ㎡ 新設 

建築物の整備 

街区 建築面積 
延べ面積 

［容積対象面積］ 
主要用途 

建築物の 

高さの限度 
備 考 

Ａ-1 約 8,000 ㎡ 
約 237,000 ㎡ 

［約 197,100 ㎡］ 

事務所、店舗、ホテル、 

駐車場等 

高層部：265ｍ 

中層部Ａ：100ｍ 

低層部Ａ：50ｍ 

高さの基準点は

T.P.+7.5ｍとする。

Ａ-2 約 1,700 ㎡ 
約 8,800 ㎡ 

［約 7,300 ㎡］ 
店舗等 低層部Ｂ：30ｍ 

高さの基準点は

T.P.+6.0ｍとする。

Ａ-3 約 1,100 ㎡ 
約 7,900 ㎡ 

［約 6,400 ㎡］ 

事務所、住宅、店舗、 

駐車場等 
中層部Ｂ：70ｍ 

高さの基準点は

T.P.+7.5ｍとする。

別紙59



 
 

建築敷地の整備 

街区 建築敷地面積 整備計画 

Ａ-1 約 9,900 ㎡  ・新駅と一体となった立体的な駅広場を整備する。 

・新駅と周辺市街地と連携した安全で快適な歩行者ネットワークを形成するため、地

上・地下の歩行者通路や歩道状空地等を整備する。 

・周辺の広場空間と連続した広場を整備する。 

Ａ-2 約 2,500 ㎡ 

Ａ-3 約 1,600 ㎡ 

参考 都市再生特別地区及び再開発等促進区を定める地区計画の区域内にあり。 

「施行区域、公共施設の配置、建築物の高さの限度、壁面の位置の制限は計画図に示すとおり。」 

理由：土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、国際性豊かな魅力ある複合市街地の形成を図るため、第一種市街地再開発

事業を決定する。 
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凡　　例

施行区域
（区域面積：約 2.2ha）

0 10 30 50 100m

（施行区域図）

東京都市計画第一種市街地再開発事業
虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業　計画図１

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺２,５００分の１地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。
（承認番号）２９都市基交著第７５号・２９都市基交測第４４号（承認番号）２９都市基街都第１１５号、平成２９年７月２０日
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凡　　例

地区幹線道路 1号

区画道路 2号

区画道路 3号

区画道路 4号

区画道路 5号

区画道路 1号

補助線街路第 2号線

公園１号

0 10 30 50 100m

区画道路 6号

施行区域
（区域面積：約 2.2ha）

（公共施設の配置及び街区の配置図）

東京都市計画第一種市街地再開発事業
虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業　計画図２

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺２,５００分の１地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。
（承認番号）２９都市基交著第７５号・２９都市基交測第４４号（承認番号）２９都市基街都第１１５号、平成２９年７月２０日

施設建築敷地
A-1 街区

施設建築敷地
A-2 街区

施設建築敷地
A-3 街区
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 低層部Ａ
（50ｍ以下とする。）
 低層部Ｂ
（30ｍ以下とする。）

 高層部
（265ｍ以下とする。）
 中層部Ａ
（100ｍ以下とする。）
中層部Ｂ
（70ｍ以下とする。）

0 10 30 50 100m

施行区域
（区域面積：約 2.2ha）

※高さの基準点は、A-1街区T.P.＋ 7.5 ｍ、
　A-2街区T.P.＋ 6.0ｍ、A-3街区T.P.＋ 7.5ｍ、
　とする。

東京都市計画第一種市街地再開発事業
虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業　計画図３（建築物の高さの限度・壁面の位置の制限図）

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺２,５００分の１地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。
（承認番号）２９都市基交著第７５号・２９都市基交測第４４号（承認番号）２９都市基街都第１１５号、平成２９年７月２０日
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	別紙53　東京都市計画都市再生特別地区（浜松町二丁目４地区）
	別紙54　東京都市計画特定街区芝浦一丁目特定街区
	別紙55　東京都市計画地区計画芝浦一丁目地区地区計画
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	別紙57　東京都市計画都市再生特別地区（虎ノ門一・二丁目地区）
	別紙58　東京都市計画地区計画虎ノ門一・二丁目地区地区計画
	別紙59　東京都市計画第一種市街地再開発事業虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業



